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１ はじめに 

佐賀県唐津市にある虹の松原は日本三大松原の一

つとされ、松原では唯一国宝にあたる国の特別名勝

に指定されており毎年多くの観光客が訪れています

(図－１)。しかし、佐賀県を代表する景観として守

り受け継がれてきた虹の松原は、近年、燃料革命と

生活様式の変化等から松葉の採取がされなくなり、

林地の富栄養化が進み広葉樹の侵入等が顕著化し、

景観の低下が危惧されるようになりました。このた

め、景観を再生しようと地域住民等による気運が高

まってきました。 

このような情勢の下、佐賀森林管理署は、平成 19

年 9 月に公益的機能の発揮に加え、住民参加による

景観保全のあり方、将来のあるべき姿、整備方向に

関する計画書「虹の松原保全・再生対策調査報告書」

（以下、「基本計画」という。）を佐賀県、唐津市、学識経験者、CSO 等の提言を受け策定しました。

この基本計画を受けて、佐賀県・唐津市・地元住民等で構成される「虹の松原保護対策協議会」は、

平成 20 年 3 月に虹の松原再生のための実践的な行動計画を示した「虹の松原再生・保全実行計画書」

（以下、「実行計画」という。）を策定しました。これらの経過を踏まえて、九州森林管理局・佐賀県・

唐津市の三者は、平成 20 年 9 月に各主体がそれぞれ果たすべき役割を認識し、防災機能と風致・景観

の調和がとれた虹の松原の姿の実現に向け、連携・協働して再生・保全活動に取り組むことを示した

「虹の松原再生・保全に関する覚書」を取り交わしました。 

しかし、基本計画及び実行計画を策定した段階では、次の４つの課題が浮上していました。 

課題① 広葉樹を除去した場合のマツに対する影響評価と管理手法 

課題② 過密化したクロマツの取り扱い（不健全林分の健全化） 

課題③ 虹の松原の林帯構造の把握 

課題④ 目標林型に関する課題 

上記の課題を解決するため、佐賀森林管理署は、平成 20 年度から「虹の松原景観保全対策調査」（以

下、「景観対策調査」という。）において、学識経験者や地元行政機関及び CSO 等を含めたプロジェク

トチームによる検討委員会を立ち上げ、平成 26 年度にこれらの課題について一定の整理を図ることが

できたのでその成果を報告します。 

図－１ 虹の松原位置図 

虹の松原 



２ 取り組みの概要 

 （１）景観保全モデル林の取り組み 

課題①の広葉樹を除去した場合の

影響評価と管理方法については、「景

観保全モデル林」という試験地を設定

し、下層の広葉樹を伐採した後のマツ

に対する影響評価や芽かき、除草（下

草刈り）、松葉かき、腐植層の除去、

広葉樹の除根といった管理手法の組

み合わせによる５つの試験地を設定

することで、広葉樹を効率よく永続的に除去できる管理方法を調査しています（図－２）。また、

それぞれの試験地に毎年管理を行う場所と最初の１年間実施しただけで管理しない場所を設け、

地域の住民の方にもその効果を視覚的に分かりやすく伝えるようにしました。 

   

（２）密度管理基準策定に関する取り組み 

課題②の過密化したクロマツの取り扱いについては、１２カ所の「密度管理モデル地区」を設

定し調査を行い、課題③の虹の松原の林帯構造の把握については、海から内陸までに５本のライ

ン上の植生調査を行いました（図―３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ゾーニングの取り扱いに対する取り組み 

   課題④目標林型については、基本計画では虹の松原の林相の違いなどから、県道より海側を汀

線ゾーン、県道から陸側を内陸ゾーン、内陸側縁辺部で広葉樹主体の混交林を縁辺ゾーンに区分

し、ゾーンごとの目標林型を設定しましたが、縁辺ゾーンについては基本計画では「広葉樹林」、

実行計画では地域住民の方々の強い願いもあって「マツ単層林」となり相反する目標林型となっ

ていました（図－４）。このため、林帯構造の調査結果や他県で増加している松くい虫被害に対す

る防除対策も踏まえ検討委員会において検討を行いました。 

区画
広葉樹
伐採

芽かき
除草

（下刈）
松葉
かき

腐植層
除去

広葉樹
除根

1区 ○(H20) ○ ○ ○ ○（2年間） ○（H21)

2区 ○(H20) ○ ○ ○ － －

3区 ○(H20) ○ ○ － － －

4区 ○(H20) ○ － － － －

5区 ○(H20) － － － － －

対象区 － － － － － －

図－２ 景観保全モデル林の試験地ごとの施業内容 

図－３ 密度管理モデル地区、林帯構造調査位置図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取り組みの結果 

（１）景観保全モデル林の取り組み 

「景観保全モデル林」において、広葉樹伐採後のマツに対する影響評価や広葉樹を効率よく永続

的に除去する管理手法について調査した結果、図－５のような効果が確認できました。 

図－４ ゾーンごとの管理方針と目標林型

図－５ 景観保全モデル林の調査結果  
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広葉樹伐採後、管理せずに放置すると萌芽により広葉樹林が再生するとともに株本数の個体が増

加し、広葉樹伐採の効果が薄れるだけでなく、伐採前より景観が低下するとともに林内へ立ち入り

にくくなることが分かりました。白砂青松の景観を維持するには、腐植層の除去が一番効果のある

施業ですが松葉かきを継続することで同様の効果を得ることが分かりました。また、継続的に下刈

（除草）と松葉かきを実施することで広葉樹の抑制に効果があり、あわせて除根を実施すればより

効果的であることが確認されました。(写真－１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）密度管理基準策定に関する取り組み 

虹の松原の林帯構造を把握するためのベルトトランセクト調査（１５ｍ幅）の結果、虹の松原は

林帯前線から 50m 付近まで徐々に樹高が高くなり、その後内陸にかけて 15～20m の樹高で推移して

いることや、林分の構造（大きな樹木や樹種の配置、造林地や実生更新等の林分の成立ち）等によ

って健全度が異なることが分かりました。これらの結果から、林帯前線より 50ｍまでは防災機能発

揮に必要な範囲として密度管理の対象から除外することとしました。 

密度管理モデル地区での調査では、多くの林分は形状比が低く防災林として安定していることが

確認できました。しかし、2011 年に森林総合研究所から発行された「クロマツ海岸林の管理の手引

きとその考え方」にある密度管理基準と比較したところ、胸高直径 10cm 未満の林分において基準か

らおおきく外れていることが分かりました。そこで、虹の松原においては、胸高直径 10cm 未満と

10cm 以上の林分に区分し、指導者向けの密度管理の基準を策定しました（図－６）。 

広葉樹伐採前 

６年間放置 

除草などの施業実施 伐採直後 

施業後 

2～3 年放置 

効果薄れる 

広葉樹伐採によるマツへの影響なし 

写真－１ 継続施業（除草、松葉かき、除根等）の効果 



虹の松原では、胸高直径

10cm 以上の林分については森

林総研による手引き書に基づ

いた管理を行うこととし、胸高

直径 10cm 未満については枝ぶ

りがよく将来残したい木を仕

立て木として設定し、その周り

の木を伐採する方法を採用す

ることとしましたが、その妥当

性については試験施工地での

モニタリングを実施し、最終的

にはモニタリング結果を踏ま

えた上で住民に分かりやすい

マニュアルとして整理するこ

ととしました。 

 

（３）ゾーニングの取り扱いに対する取り組み 

林帯構造の調査結果から縁辺ゾーンには比較的高い木が多く、防災機能が維持できていることや

すでに広葉樹林化している箇所が多いことが確認できました。また、人家に近接するため、松くい

虫対策として最も効果のある空中散布が実施できないため、松くい虫被害の発生源になりやすい環

境にあることが分かりました。したがって、縁辺ゾーンの目標林型としては、虹の松原を永続的に

松原として維持していくために、松くい虫被害に対して防除しやすい林型へ誘導する必要性がある

旨が検討委員会において提言されたことから、 

① 地上散布範囲の低減 

② 周辺への薬剤飛散リスクの低減を目的としたバッファゾーン（生活環境との緩衝帯） 

③ 松くい虫で松林が消滅しても防災機能を発揮し続ける最後の砦等 

として縁辺ゾーンを再定義し、目標林型を当初の基本計画のままの「広葉樹林」としました。また、

上記にあげた目的を達成させるよう縁辺ゾーンの幅を 50m～100m として再設定しました（図－７）。 

縁辺ゾ－ンの見直しは、松原全体を白砂青松の景観（クロマツ単層林化）に復活させたいという

地域住民の強い想いと整合しない面があったことから、関係者等に対して検討委員会の学識経験者

に参加して頂いて地域説明会を開催し、見直しの必要性を丁寧に説明して地域住民との合意形成を

図りました。 

 

図－７ 縁辺ゾーンの見直し 

図－６ 密度管理基準の考え方  



４ まとめ 

（１）虹の松原管理マニュアルの作成 

これまでの各種調査を整理し、調査で明らかとなった結果について実際に再生活動に携わっ

ているボランティアの方々が活用できる「虹の松原管理マニュアル」を策定しました。 

このマニュアルは、指導者向けに作成していた「密度管理マニュアル」と異なり、専門的な知識

を持たないボランティアの方でも、再生活動の目的や内容などを理解しながら活用できるようにし

ています。 

  

 

主な内容としては、各ゾーンごとの役割や目標林型、整備の方針、ボランティアが実施できる保

全管理作業と作業の必要性や作業方法などを分かりやすく整理しています。また、密度管理の手法

についても、専門的な知識がなくても最終的に指導者向け管理マニュアルと同様の結果が得られる

ような管理手法として整理しています（図－８）。 

 

（２）今後の課題と取り組みについて 

虹の松原では、実行計画に基づいたアダプト制度等により年間約 6,000 人以上のボランティアの

方々が松葉かき等を実施するなど活発な保全活動が行われています。今後は、「虹の松原管理マニュ

アル」の活用により防災機能と景観対策を踏まえたより自主的な保全活動が期待されるところです。

そのために、ボランティアが参加した密度管理のための研修会等の開催も予定しています。 

また、虹の松原では、国有林による諸対策以外に佐賀県による広葉樹の除去作業、CSO 等による

清掃・美化活動・松葉かき・除草等、各主体による保全・再生活動が活発に実施されていますが、

それぞれの主体が管理（諸活動）を同時進行で実施しているため、虹の松原を一元的に管理するこ

とが非常に煩雑となっています。このため、各種管理（活動）の成果を一元的に把握し、虹の松原

を効果的、効率的に保全していくための管理システムの構築を検討しています。 

今後も関係者等との合意形成を図りながら、地域と一体となって松原の保全管理に努めていくこ

ととしています。 

図－８ 虹の松原管理マニュアルの内容 


